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本資料の目的 

1. 本資料は、2017 年 8 月 7 日に開催された第 16 回 IFRS 適用課題対応専門委員会（以

下「専門委員会」という。）における議論をご報告することを目的としている。 

 

専門委員会における審議又は報告事項 

2017 年 6 月に開催された IFRS-IC 会議においてアジェンダ決定案が公表された項

目－企業会計基準委員会の名前でコメント・レターを提出するもの 

2. 第 16 回 IFRS 適用課題対応専門委員会では、2017 年 6 月開催の IFRS 解釈指針委員会

（以下「IFRS-IC」という。）会議においてアジェンダ決定案が公表された項目のうち、

コメント・レターを提出する予定の項目について審議した。 

3. 次の項目については、コメント・レターの内容について企業会計基準委員会で審議し

ていただいた上で、企業会計基準委員会の名前でコメント・レターを提出することを

予定している。 

(1) 事業を構成しない資産グループの取得（審議資料(2)-2 参照） 

(2) 契約が不利かどうかを評価する際に考慮されるコスト（審議資料(2)-3 参照） 

(3) 共通支配下の企業からの関連会社又は共同支配企業の取得（審議資料(2)-4 参

照） 

 なお、上記の審議資料については、専門委員会で使用した資料をそのまま添付して

いる。 

その他の審議又は報告事項 

4. また、第 16 回専門委員会では、次の項目についても審議又は報告を行った。 

(1) 公開草案が公表された項目 

① 公開草案「有形固定資産 － 意図した使用の前の収入」（IAS 第 16 号の修正
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案） 

(2) 2017 年 7 月に開催された IASB ボード会議において審議された項目 

① 公開草案「負の補償を伴う期限前償還要素」（IFRS 第 9 号の修正案） 

② 認識の中止が生じない金融負債の条件変更又は交換 

(3) 2017 年 6 月に開催された IFRS-IC 会議及び IASB ボード会議において審議され

た項目 

① アジェンダ決定により生じる会計方針の変更 

 

以 上 

 


